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農林水産業が危機を迎えている！農林水産業が危機を迎えている！
　地球温暖化や自然災害、生産者の担い手不足等から、
収量減少や品質低下が発生し、各地で農林水産業の持
続が困難になっています。
農林水産業を守るみどりの食料システム戦略農林水産業を守るみどりの食料システム戦略
　国では、私達がいつまでも豊かな食生活を送ってい
けるようにするために、みどりの食料システム戦略を
策定しました。このシステムは、食料を「調達」「生産」

「加工・流通」「消費」での各段階の取り組みをイノベー
ションし、農林水産業の生産力向上と持続性の両立を
目指すものです。
川西町として有機農業を推進川西町として有機農業を推進
　町では、みどりの食料システム戦略のうち有機農業
の推進を行っています。有機農業は、化学肥料や農薬
に頼らないことを基本とした農業であり、環境への負
荷を少なくするという目的があります。町では、かわ

食と農を守る食と農を守る
オーガニックビレッジオーガニックビレッジ

　オーガニックを取り入れた食育オーガニックを取り入れた食育
　　　　～  小松保育所での取り組み  ～　　　　～  小松保育所での取り組み  ～

井上 清
き よ と

人さん
　（高山）

　農家として世の中の流れをキャッチし経験を
積んでいくため、有機 JAS 審査員の資格取得
に挑戦しています。そして審査員として活動し
ていくために有機農業をはじめました。有機農
業を推進し、儲かる仕組みを作ってそのノウハ
ウを伝えていくことで、農業に興味がある人達
が挑戦できる環境を作っていきたいです。

寒河江 晴
は る き

希さん
　（堀金）

町内の有機農業者の方へインタビュー
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小池 巧
た く み

美さん
（尾長島）

　大学で有機農業を学び、いつか挑戦したいと
思っていました。そのとき町でオーガニックビ
レッジ宣言を行ったので、これを機会に有機農
業を始めました。有機農業は美味しいかつ安全
安心な農作物を消費者に提供できます。今は、
有機農業の課題である雑草対策の実証実験に関
わっています。この実験により、多くの人が有
機農業に挑戦できるよう貢献していきたいです。

にしオーガニックビレッジ推進協議会と連携し、以下
の３本の柱を推進しています。

　「オーガニックビレッジ」とは、「生産」、「加工・流通」、「消費」まで一貫して地域ぐるみで有機農業を推進す　「オーガニックビレッジ」とは、「生産」、「加工・流通」、「消費」まで一貫して地域ぐるみで有機農業を推進す
る市町村のことを言います。町では、令和５年４月に「オーガニックビレッジ宣言」を行い、有機農業をはじめる市町村のことを言います。町では、令和５年４月に「オーガニックビレッジ宣言」を行い、有機農業をはじめ
とする環境に配慮した取り組みを強化し、持続可能な農業を地域ぐるみで推進し、国が策定した「みどりの食料とする環境に配慮した取り組みを強化し、持続可能な農業を地域ぐるみで推進し、国が策定した「みどりの食料
システム戦略」の実現に向け取り組んでいます。本号では町の取り組みをご紹介します。システム戦略」の実現に向け取り組んでいます。本号では町の取り組みをご紹介します。

川西町が推進する３本の柱
農農　環境に配慮した健全な作物を生産する「土づくり
　　運動」の推進
食食　SDGs を実現する食料品の地産地消等食育の推進
学学　命の結びつきを学ぶ食農教育の創出

　これまで土づくり等の研修会を通して有機農業の担
い手の確保に努めるとともに、農作物を学校給食に提
供したり、小松保育所で土づくりや栽培作業を推進す

▲町ホームページ

る等、消費者目線で有機農業の推進に
努めてきました。これまでの取り組み
については、町ホームページをご覧く
ださい。

　町では、今年度新たに７の個人・団体が有機農業を始めました。新たに有機農業を始めた皆さんに伺いま
した。

　有機農業を推進するうえで、生産者の視点だけでなく、　有機農業を推進するうえで、生産者の視点だけでなく、
実際に食べる消費者の理解も大切です。そこで、令和５年実際に食べる消費者の理解も大切です。そこで、令和５年
度から小松保育所で食育と食農教育を推進するために子ど度から小松保育所で食育と食農教育を推進するために子ど
も達を巻き込んだ活動を行っています。この活動によって、も達を巻き込んだ活動を行っています。この活動によって、
子どものうちから有機農業の良さを実感いただくとともに、子どものうちから有機農業の良さを実感いただくとともに、
親の世代にも魅力を伝えていくことを目的としています。親の世代にも魅力を伝えていくことを目的としています。

活動に参加されている方へインタビュー
　小松保育所での畑づくりや栽培作業等に協力されている方に伺いました。

７月３０日、菌ちゃんふぁーむ代
表の吉田俊道（菌ちゃん）先生を
講師に「生ごみで土づくり」を開催。

９月２日、叩いた野菜くずに発酵
菌と土を混ぜてプランターに寝か
せ、後日大根の種を植えました。

生ごみ（野菜くず）は栄養価が高
く、土作りに最適なため、これを
親子で叩きました。

１２月７日、出来上がった野菜を
元々苦手だった子も美味しく味わ
うという成果も見られました。

元々荒地だったところに地元や保
護者の方の尽力により、畑が整備
されています。

保育所内の畑に菌ちゃん先生推奨
の丸太を使った畝を作り、野菜を
植えています。

▶ ▶ ▶

▶ ▶
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　物を大量に作り、使い、そして大量に捨てる。このような今までのしくみに、地球は悲鳴をあげています。 
豊かな自然環境と快適な生活環境を守るためには、皆さんが環境問題を身近な問題として捉え、行動するこ
とが大切です。限りある資源を有効に使い、持続可能な循環型社会への取り組みを進めましょう。

　町では、ごみの減量化と、限りある資源の有効利用を目的に、７種類の資源物の回収を行っています。これ
らは、可燃ごみや不燃ごみに出せば、ごみとなりますが、しっかりと分別していただくことで、資源として再
利用することができます。
　「捨てればごみ、分ければ資源」を合言葉にリサイクルへの取り組みを進めましょう。

ペットボトル

缶・金属類

プラスチック製容器包装 古紙 布類

　町では、小型家電の資源化、古着の再利用を推進する
ことを目的に、年４回の回収事業を行っています。
　昨年度は、
　小型家電３, ０８６㎏、古着４, １６０kg を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　回収しました。

※小型家電・古着回収事業の日程・対象品目
　等の詳細については、町ホームページをご
　確認ください。

　パソコンやスマートフォン、携帯電話、ゲーム機などの、電源（コンセント）や電池を使用して動く
小さな家電製品のことを言います。

小型家電ってなに？

　小型家電には、鉄やアルミ、銅、貴金属、レアメタルなど
有用金属（資源として価値がある金属）が含まれており、日
本では１年間に使用済みとなる小型家電約６５万トンのうち、
有用金属は約２８万トンと言われています。

Reduce Reuse Recycle
　「無駄なものは買わない」「長く
使えるものを買う」などごみの発
生そのものを減らしましょう。

リデュース リユース リサイクル

　いらなくなったものを捨てるの
ではなく、「資源として分別」し、
再利用することでごみを減らしま
しょう。

　いらなくなったものを捨てるの
ではなく、「修理して繰り返し使
う」「必要な人に譲る」などごみ
となるものを減らしましょう。

消費者庁イラスト集より

～ごみの減量・資源化の取り組みを進めましょう～

66月月はは環境月間環境月間

私たちの身の回りには、リサイクルできる有効な資源がたくさんあります私たちの身の回りには、リサイクルできる有効な資源がたくさんあります

小型家電・古着回収事業小型家電・古着回収事業

小型家電・古着回収業者の㈱高良さんにインタビュー！小型家電・古着回収業者の㈱高良さんにインタビュー！

びん 小型家電・古着

環境月間とは…環境月間とは…
　１９７２年６月５日に開催された「国連人
間環境会議」を記念して定められたものです。
国連では、６月５日を「世界環境デー」と定め、
日本では、その日を「環境の日」、６月を「環
境月間」としています。

 ３R ３R とはとは？？

発生抑制 再使用 再生利用

Ｑ１　回収した小型家電と古着はそれぞれどのように利用されますか？

　◎小型家電
　　　回収した小型家電は、分解・破砕し、金や銀、レアメタルなどを取り出し、金属の種類ごとに選別
　　します。その後、金属精錬事業者の元で金属資源となり、新たな家電の部品の一部として生まれ変わ
　　ります。
　◎古着
　　　現在、海外における日本の古着に対する需要の高まりを受け、回収された衣類は、再利用できるか
　　どうか、サイズやデザイン等を確認・選別した上で、カンボジアやパキスタンなどのアジア諸国に輸
　　出され、衣類として再利用されています。

Ｑ２　小型家電・古着回収事業を行う上で、特に気を付けていることはありますか？
　　当社が国の使用済小型電子機器再資源化認定業者であることの自覚を持ち、回収した小型家電を分解・
　選別処理後に、排出する販売先が、適正な国内業者であるかどうかの確認をしっかりと行うよう心がけ
　ています。
　　　
Ｑ３　回収事業を行う中で、どんな時にやりがいを感じますか？
　　回収の際、住民の方々と直接関わり、喜んでいただいた時にやりがいを感じます。

Ｑ４　町民の皆さんに、お願いしたいことや気を付けていただきたいことはありますか？
　　回収対象品目を守り、対象外の物を持ち込まないようご協力をお願いします。

Ｑ５　最後に町民の皆さんにメッセージをお願いします。
　　小型家電も古着もごみとして捨てれば何も生まれませんが、回収事業を利用していただくことで、再
　使用・再資源化につなげることができます。皆さんのご協力をよろしくお願いします。

問住民課　☎４２－６６１８



薬 師 尊 本 堂 上 棟 式

地 域 の 歴 史 を 後 世 へ つ な ぐ
6/2

　下小松にある薬師尊本堂は江戸時代頃からの長い歴
史を持ちます。このたび建物の老朽化に伴い、薬師尊
保存会（田村政博会長）により移設が進められ、上棟
式が開催されました。式には地元から約７０名が参加

▲式の様子
（NCV）

し、式終了後餅まきが行われました。薬
師尊本堂は、今年７月末に完成予定であ
り、９月に本堂周辺で行われる祭礼行事
でお披露目されます。

ツ ク シ ガ ヤ 環 境 保 全 活 動

地 域 一 丸 と な っ た 環 境 保 全
5/8

　県指定天然記念物「ツクシガヤ」の環境保全活動が
下奥田地内で文化財保護協会と地元南向自治会老人ク
ラブで行われました。
　「ツクシガヤ」は令和４年豪雨の際に一部が流出し
ており、現在株数も減少し絶滅の危惧があることから、
県の指導を受け株分けを行う保全活動が実施されまし
た。

危 険 業 務 従 事 者 叙
じ ょ く ん

勲

長年の安全安心に向けた活躍を評価
4/6

　元置賜広域行政事務組合消防監の竹田儀助さん（上
小松）が危険業務従事者叙勲「瑞宝双光章」を受章さ
れました。元消防署員として長年危険性の高い業務に
従事した功績が認められたことによる受章となります。
　竹田さんは 5 月１０日㈮に来庁され、町長に受章
の報告をされました。

行 政 相 談 委 員 の 活 動 に 感 謝 状

山口由紀子さんに感謝状の贈呈
5/31

　行政相談委員の山口由紀子さん（堀金）に対し、山
形行政監視行政相談センター所長感謝状が贈呈されま
した。
　山口さんは行政相談委員として毎月１回健康福祉セ
ンターで開催される「行政相談」で行政活動全般に対
する苦情や相談を受け、相談者への助言や関係機関に
対する改善の申し入れなどの行政相談業務にご尽力い
ただいています。

デジタル化推進アドバイザーを任命

効 率 的 な Ｄ Ｘ 推 進 を
５/1

　町では、電子自治体推進委員会を組織し、DX（デ
ジタルトランスフォーメーション）の推進に力を入れ
ています。このたび、他自治体で DX 推進アドバイザー
の経験を持つ、斉藤実

まこと

さんを「川西町デジタル化推進
アドバイザー」として任命しました。
　今後、デジタル専門知識を有する外部人材からの支
援を通して、職員研修やデジタルデバイスの活用など、
効率的な DX 推進を行っていきます。

園 芸 振 興 協 議 会 よ り 提 供

町内産アスパラガスを学んで味わう
6/3 ～ 4

　アスパラガスの地産地消などを目的に、園芸振興協
議会（藤巻陽一会長）より、町内の全小・中学校の給
食で児童生徒に振舞われました。
　６月３日㈪は、犬川小学校の３、４学年の４校時に

▲提供の様子
（NCV）

産業振興課職員がアスパラガスの生育や
収穫について説明を行いました。児童た
ちは、その後の給食で茹でられたアスパ
ラガスを美味しそうに頬張っていました。

ダ リ ア 球 根 販 売 会

ダリア愛好者が集う恒例イベント
5/11 ～ 12

　観光協会（本間芳弘会長）により、かわにし森のマ
ルシェ駐車場でダリア球根販売会が開催されました。
当日は２日間で合計約１００種類、約２，４００球も
の球根が並び、多くのダリア愛好者が集まりました。

▲講習会の様子
（NCV）

また、期間中は会場内でダ
リアの栽培講習会が開催さ
れ、ダリアの植え方や育て
方を学びました。

▲販売会の様子
（NCV）

や ま が た 森 の 感 謝 祭 ２ ０ ２ ４

育てよう　緑で広がる　地域の輪
6/1

　 ダ リ ヤ 園 周 辺 を 会 場 に「 や ま が た 森 の 感 謝 祭
２０２４」が開催されました。式典では山形県ＣＯ２

森林吸収量認証書が３団体に授与されたほか、小松小
学校６年生の６名が副知事と一緒に森づくり宣言を行

▲感謝祭の様子
（NCV）

いました。
　天候にも恵まれ植樹活動では、来賓や
緑の少年団をはじめ多くの参加者が抵抗
性アカマツとモミジを植栽しました。

Pick up news

まちのニュース
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　スポーツ推進委員とは、国が定めている「スポーツ基本法」に
基づき市町村の教育委員会より任命された非常勤の公務員です。
　委員は日頃、仕事をしているメンバーがほとんどですが、仕事
終わりなどに時間を作って、町のスポーツ事業の企画・運営や日
頃の課題について協議しています。

　スポーツ推進委員の主な事業は、町主催のスポーツ大会の準備です。なかでも町ユニホッケー大会は、
主催として企画から運営まで行っています。
　また、大会準備にあたっては他団体と連携して、県縦断駅伝競走大会等の運営に関わり、町民の方へ実
技指導及び助言を行っています。

　私たち川西町スポーツ推進委員会は、町内各地区の推薦による選出のほか、女性選出、教職員選出、学識
経験者などで選ばれた２２名で活動しています。

　委員それぞれ経験してきたスポーツは違いますが、
たくさんの方にスポーツを楽しんでいただきたいとい
う思いのもと、委員一同スポーツ推進活動に取り組ん
でいます。

町でのスポーツ推進の取り組みや推進委員メンバーをご紹介します。

問教育文化課　生涯学習グループ　☎２７－１１６９

スポーツ推進委員会の取り組み紹介スポーツ推進委員とは？

スポーツ推進委員の役割

スポーツ推進委員の主な事業

町民の求めに応じて、スポーツの実技指導を行うこと。01

町民のスポーツ活動促進のために組織の育成を図ること。02

学校、地区交流センターなどの教育機関その他の行政機関が行うスポーツ行事
又は事業に関し協力すること。03

スポーツ団体、その他団体が行うスポーツに関する
行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。04

町民に対し、スポーツへの理解を深めること。05

スポーツ推進事業の実施に係る連絡調整を行うこと。06

上記のほか、町民のスポーツ推進に係る指導助言を
行うこと。07

スポーツ推進委員会メンバー紹介
スポーツ推進委員の会議の様子

救急救命講習会の様子 ニュースポーツ推進事業

町ユニホッケー大会の様子

会　長 副会長 副会長 副会長

菊地 浩幸
(学識経験者)

片倉 和之
(小松地区)

多勢 孝浩
(犬川地区)

髙橋 和洋
(玉庭地区)

寒河江 忠
(吉島地区)

和田 　悠
(吉島地区)

金子 朋之
(玉庭地区)

髙橋 忠雄
(学識経験者)

須貝 一栄
(学識経験者)

齋藤 　寛
(学識経験者)

（女性選出)
松田 佳保里

（女性選出)
情野 夏美

（小松地区)
小林 萌夏

（犬川地区)
勝見 嘉之

（大塚地区)
髙橋 義孝

（中郡地区)
遠藤 　徹

（東沢地区)
後藤 慶成

（大塚地区)
松岡 　健

横山 照彦
(中学校選出)

髙橋 利幸
(小学校選出)

（中郡地区)
長澤 拓斗

太田 直利
（東沢地区)
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◆出店の条件
①臨時飲食店営業許可をはじめ、出店に必要な許可・
　届出を各出店者自身で行うこと。
　※申請に係る経費などは出店者負担
②出店者説明会に必ず参加すること。
　※出店者説明会　７月１７日㈬　１５時～１７時
③出店者募集要項および関係法令を厳守すること。
◆出店時間
　１６時～２０時３０分
◆出店料
　販売総額の１０％（１００円未満切り捨て）
　※電源及び机、イスの追加分は有料
◆出店スペース
　１店舗当たり２ブースまで申込み可
　※２区画の場合は、出店料１，０００円追加

【１ブースの基本設備】
　〇テント：横２．７ｍ×縦３．６ｍ
　〇長机・イス：各２つ
　〇電気コンセント（２口）
◆応募方法
　出店申込書等（町ホームページからダウンロー
ド）を６月２８日㈮まで、産業振興課宛に郵送また
は FAX・メールでご提出ください。

詳細はこちら

▲町ホームページ

▲町 Facebook

　特設ステージでパフォーマンスを披露していただ
く個人・グループを募集します。
◆対象
　　町内の（町内在住、在学、在勤の方を含む）ミュー
　ジシャン等（カラオケ不可）
◆募集数
　若干名（応募多数の場合、抽選により決定）
◆出演時間（予定）
　１７時頃～
◆持ち時間
　１５分以内（パフォーマンス開始から片づけ終了まで）
◆応募方法
　　応募用紙（町ホームページから入手）に必要事
　項を記入のうえ、まちづくり課にご提出ください。
◆応募締切
　６月２８日㈮
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花火協賛金大募集！！

　打上げ花火購入の受付を開始しました。今年は、
これまでの最高号数４号玉（開花直径約１２０ｍ）
を超える 5 号玉（開花直径１５０ｍ）を打ち上げ
予定です！メッセージを添えて、夏の大空に大輪の
花火を打ち上げてみませんか？
※いただいたメッセージはプログラムに掲載させて     
　いただきます。
◆金額
　３，０００円からお申込みいただけます（上限は
ありません）。１０，０００円以上お申込みの個人・
団体には、専用駐車場を準備します（自家用車１台
のみ）。なお、専用駐車場の使用には、後日送付す
る駐車券と事前申込みが必要です。
◆申込・購入方法（次のどちらかの方法）
①申込書と購入代金を各地区交流センターまたはま
　ちづくり課に持参
②郵送または FAX で申請書を提出し、代金を口座
　振込（振込手数料はご負担ください。）
◆申込期限
　７月１２日㈮まで
◆花火の目安
　３号玉 1 発　　　　　５，０００円
　４号玉１発　　　　 　７，０００円　
　５号玉 1 発　 　　 １０，０００円
　スターマイン大　１５０，０００円など
※詳細は、町報と一緒にお配りしている花火申込の
　チラシまたは町ホームページをご覧ください。

かわにしマルシェ出店者募集！

ステージパフォーマーを募集！

　夏まつり当日、お手伝いいただける方を募集中です。
◆申し込み方法
　まちづくり課まで電話でお申し込みください。

ボランティアスタッフ募集中

【花火・ステージ・ボランティア・まつり全般関係】
　まちづくり課　　 ☎４２－６６１３
　　　　　　　　FAX ４２－２１１０
【かわにしマルシェ関係】
　産業振興課　　　 ☎４２－６６９６
　　　　　　　 FAX ４２－２６００
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　sangyoshinko@town.kawanishi.yamagata.jp
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介護保険制度が変わります
問福祉介護課　☎４２－６６３８

　国では令和６年４月から介護保険制度の改正がありました。町ではこの制度改正を反
映し、令和８年度までの 3 年間の介護保険事業や高齢者福祉施策の方針などを定めた
介護保険事業計画を策定しました。（計画の全容は町ホームページに掲載しています。）

　第１号被保険者（６５歳以上）の介護保険料
　町の介護保険制度を安定的に運営していくため、今後の高齢者人口や介護給付費の増加を見据え、令和 6
年度から令和 8 年度までの保険料の月額基準額を６，０００円と決定しました。
　なお、第 1 段階から第 3 段階までの方の保険料上昇を抑制しつつ、所得に応じた負担を求める観点から所
得段階区分を多段階化し、基準額に対する負担割合の保険料率を見直しました。
　個人ごとの令和 6 年度の介護保険料は、本年７月中旬頃にお送りする納入通知書によってお知らせします。

　鈴木清隆さんが５月３１日付けで副町長を退任
したことに伴い、６月１日付けで島貫啓一さんが
副町長に就任しました。
　鈴木清隆さんは、昭和５８年に川西町役場に入
職以来、まちづくり課長、産業振興課長、総務課
長等を勤め、令和２年３月に定年退職し、その後
総務調整主幹等を経て、令和４年１０月から副町

第９期保険料　基準額７２，０００円（月額６，０００円）

段　階 対　象　者 保険料率 保険料（年額）

第１段階

・生活保護受給者
・老齢福祉年金を受給している方で、世帯全員が町民税非
　課税の方
・世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得金額と課税
　年金収入額の合計が８０万円以下の方

基準額 × ０．２８５
（軽減後） ２０，５２０円

第２段階
・世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得金額と課税
　年金収入額の合計が８０万円を超えて１２０万円以下の
　方

基準額 × ０．４８５
（軽減後） ３４，９２０円

第３段階 ・世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得金額と課税
　年金収入額の合計が１２０万円を超える方

基準額 × ０．６８５
（軽減後） ４９，３２０円

第４段階
・本人が町民税非課税及び前年の合計所得金額と課税年金
　収入額が８０万円以下で、世帯の誰かが町民税を課税さ
　れている方

基準額 × ０．９ ６４，８００円

第５段階
・本人が町民税非課税及び前年の合計所得金額と課税年金
　収入額が８０万円を超えている方で、世帯の誰かが町民
　税を課税されている方

基準額 × １．０ ７２，０００円

第６段階 ・本人が町民税を課税されていて、前年の合計所得金額が  
   １２０万円未満の方 基準額 × １．２ ８６，４００円

第７段階 ・本人が町民税を課税されていて、前年の合計所得金額が  
   １２０万円以上２１０万円未満の方 基準額 × １．３ ９３，６００円

第８段階 ・本人が町民税を課税されていて、前年の合計所得金額が
　２１０万円以上３２０万円未満の方 基準額 × １．５ １０８，０００円

第９段階 ・本人が町民税を課税されていて、前年の合計所得金額が  
   ３２０万円以上４２０万円未満の方 基準額 × １．７ １２２，４００円

第１０段階 ・本人が町民税を課税されていて、前年の合計所得金額が
　４２０万円以上５２０万円未満の方 基準額 × １．９ １３６，８００円

第１１段階 ・本人が町民税を課税されていて、前年の合計所得金額が
　５２０万円以上６２０万円未満の方 基準額 × ２．１ １５１，２００円

第１２段階 ・本人が町民税を課税されていて、前年の合計所得金額が  
   ６２０万円以上７２０万円未満の方 基準額 × ２．３ １６５，６００円

第１３段階 ・本人が町民税を課税されていて、前年の合計所得金額が
　７２０万円以上の方 基準額 × ２．４ １７２，８００円

※合計所得金額とは次のとおりです。
①租税特別措置法に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除を控除して得た額
②第 1 段階から第 5 段階については、年金収入に係る所得（所得税法第３５条第 2 項第 1 号に掲げる金額）を控除して得た額

●段階ごとの保険料率と保険料（年額）

　介護報酬の改定
　介護保険サービスにかかる費用（介護報酬）の改定に伴い、介護サービス利用時の利用者負担額が変更にな
ります。

　特定入所者介護（予防）サービス費の見直し（令和 6 年８月から）

　施設入所にかかる費用等の見直しにより、負担限度額の居住費等（光熱水費及び差額ベッド代相当分）の利
用者負担額が一部変更になります。

◆負担限度額（１日あたり）

〇特定入所者介護（予防）サービス費
　低所得の人の施設利用が困難とならないように、町民税非課税世帯の方について、申請により居住費等・
食費は下表の負担限度額までを負担し、超えた分は介護保険から給付される制度。
※配偶者（世帯分離している場合も含む）の町民税課税状況や預貯金などの金額（単身で第２段階は６５０
　万円超、第３段階①は５５０万円超、第３段階②は５００万円超）によっては対象になりません。

利用者負担段階

居住費等 食費

ユニット型
個室

ユニット型
個室的
多床室

従来型個室 多床室 施設
サービス

短期入所
サービス

第１
段階

本人および世帯全員が町民税非課税で、老
齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者 ８８０円 ５５０円 ５５０円

（３８０円） 0 円 ３００円 ３００円

第２
段階

本人および世帯全員が町民税非課税で合計所
得金額 + 課税年金収入額が８０万円以下の方 ８８０円 ５５０円 ５５０円

（４８０円） ４３０円 ３９０円 ６００円

第３
段階

第３段階
①

本人および世帯全員が町民税非課
税で、合計所得金額＋課税年金収
入額＋非課税年金収入額が８０万
円超１２０万円以下の方

１，３７０円 １，３７０円 １，３７０円
（８８０円） ４３０円 ６５０円 １，０００円

第３段階
②

本人および世帯全員が町民税非
課税で、合計所得金額 + 課税年
金収入額 + 非課税年金収入額が
１２０万円超の方

１，３７０円 １，３７０円 １，３７０円
（８８０円） ４３０円 １，３６０円 １，３００円

基準費用額 ２，０６６円 １，７２８円 １，７２８円
（１，２３１円）

４３７円
（９１５円） １，４４５円

※特別養護老人ホームと短期入所生活介護（ショートステイ）を利用した場合は、（　）内の金額となります。

島貫啓一さんが副町長に就任

川西町新副町長就任

▲島貫副町長（就任式の様子）

長として尽力されました。
　新副町長の島貫啓一さんは、昭和５５年に川西
町役場に入職以来、総務課長、税務会計課長等を
勤め、平成３０年３月に定年退職し、その後公立
置賜総合病院勤務等を経て、このたびの副町長就
任となりました。

▲鈴木前副町長（退任式の様子）
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　困ったことがあれば気軽に相談してください　困ったことがあれば気軽に相談してください

◎知的障害者相談員◎身体障害者相談員

　このたび、次の方々に、町の身体障害者相談員・知的障害者相談員として委託をしました（期間：令和８
年３月３１日まで）。障がいのことでお悩みの方や困っている方は、お気軽にご相談ください

（再任）
☎４４－２４６７
【全地区担当】

島
し ま つ

津　幸
さ ち こ

子さん

　私たち相談員は、町長から委託され、障がいのある者同士、同じ痛みや悩みを経験した仲間として相
談に応じるという制度に基づき活動しています。
　相談相手が身体障がい者の場合は「身体障がい者自身」として、知的障がい者の場合は「知的障がい
者の家族」として相談に応じます。お気軽にご連絡ください。

　私たちが障がい者の相談員です

（再任）
☎４２－４０６３
【中郡・東沢・
吉島地区担当】

髙
たかはし

橋　善
よしかず

一さん

（再任）
☎４２－３９８０

【小松・玉庭
地区担当】

髙
たかはし

橋かつ美
み

さん

（再任）
☎４６－２１４１

【大塚・犬川
地区担当】

安
あ べ

部　眞
まこと

さん

問福祉介護課　☎４２－６６３５

●国民年金保険料　月額１６，９８０円（令和６年度）
●納付方法　納付書、口座振替、クレジットカード等による納付
　　　　　　※口座振替の前納・早割を利用すると保険料が割引されます。

国民年金保険料の納付をお忘れなく！
問日本年金機構　米沢年金事務所　☎２２－４２２０／住民課　☎４２－２１１４

▲日本年金機構
　ホームページ

国民年金保険料の免除・納付猶予申請
～令和６年度分の受付が７月１日からはじまります～
　経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予となる「保
険料免除制度」や「保険料納付猶予制度（５０歳未満）」があります。今年度分と合わせて、未納期間があれば
申請日より２年１カ月前の月分まで遡及して申請することができます。

免除期間の保険料はあとから納めることができます
　免除・納付猶予の承認を受けた期間分は、将来受け取れる年金額から減額されます。受け取れる年金額を増や
すため、納期限から１０年間は保険料を納めることのできる「追納制度」があります。

産前産後期間の保険料免除申請
　次世代育成支援の観点から国民年金第１号被保険者が出産されたときに、産前産後の国民年金保険料が一定期
間免除される制度です。
　申請をご希望の場合は、住民課、米沢年金事務所、マイナポータル（※保険料免除・納付猶予申請のみ）での
申請をお願いします。

国民年金の加入手続き・保険料免除申請等の電子申請を開始しました
　国民年金第１号被保険者の資格取得・種別変更、保険料免除・納付猶予申請、学生納付特例申
請については、マイナポータルを利用した電子申請ができるようになりました。申請にはマイナ
ンバーカードが必要となりますが、マイナポータルの情報を活用してスマートフォンやパソコン
で申請書等を作成することができるため、紙の申請書より簡単に作成することができます。
　また、申請結果もスマートフォン等で確認することができます。お手続きの際は、ぜひご利用
ください。
　詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。

　水道管の管理区分は以下の図のとおりとなっています。止水栓より先の宅地内の給水管（水道管）、蛇口、
湯沸かし器などから漏水があった場合は、お客様の費用負担で修繕を行っていただく必要があります。

ご存じですか？～水道管理区分について～

問地域整備課　☎４２－６６５３

※お客様の管理区分の漏水修理 
　は、お客様の設備に精通してい
　る川西町指定給水装置工事事業
　者へ依頼をしてください。川西
　町指定給水装置工事事業者は町
　ホームページからご確認くださ
　い。

▲町ホームページ

　令和 7 年 3 月末までに各市町村において現在の「人・農地プラン」に代わる「地域計画」の策定が必要とな
っております。
　今後も川西町の優良な農地を次世代につなぐために農家や地権者等によるワークショップを行いますので、ぜ
ひご参加ください。

　各地区におけるワークショップの日時、開催場所は以下のとおりです。
　参加を希望される場合は、開催日の３日前までに農業委員会事務局へご連絡ください。

未来の川西町の農地利用を考えるワークショップにご参加ください
問農業委員会事務局　☎４２－６６０５

月日 曜日 会議時間 場所
６月２９日 土 １４：００～１７: ００ 東沢地区交流センター

６月３０日 日 ９：００～１２：００ 犬川地区交流センター
１４：００～１７：００ 大塚地区交流センター

７月　６日 土 １４：００～１７：００ 役場（小松地区対象）
７月　７日 日 ９：００～１２：００ 役場（吉島地区対象）
７月１３日 土 １４：００～１７：００ 中郡地区交流センター
７月１４日 日 ９：００～１２：００ 玉庭地区交流センター

▲申込はこちら▲詳細はこちら

当日のアドバイザー
有限会社コートヤード
代表取締役　新田 美砂子氏
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新規狩猟免許取得等に係る経費を助成します
問農地林務課　☎４２－６６４６

　近年、全国的にイノシシやニホンジカなどによる農作物等の被害が拡大し、大きな問題になっています。町内
でもクマやサル、イノシシ、サギ等の駆除を行っていますが、特にイノシシの被害が増加しています。駆除活動
を行う担い手も高齢化が進み、減少傾向にあるため、新たな担い手の確保に向けて次のとおり助成を行います。
●助成対象者（①～③の全てを満たす方）
　①町内に在住し、申請日時点の年齢が概ね６５歳未満の者
　②令和６年度に新規に狩猟免許を取得しようとする者等（更新は除く）
　③狩猟免許取得後は、米沢猟友会川西ブロックに入会し、かつ、有害鳥獣駆除活動等に５年以上従事すること
　　ができる者
●対象経費及び補助率
　◇狩猟免許取得に係る経費
　　・初心者講習会受講料（全額補助）
　　・狩猟免許受験手数料（全額補助）
　◇ 銃砲所持許可に係る経費
　　・猟銃等初心者講習会受講手数料（全額補助）
　　・射撃教習資格認定手数料（全額補助）
　　・銃砲所持許可申請手数料（全額補助）
　　・許可申請時の医師診断料（上限２, ０００円）
　◇ 有害鳥獣駆除活動に必要な次に掲げる物品の購入に要した経費
　　・銃器
　　・銃保管庫　　　購入にかかった経費の２分の１以内（上限１２万８千円）
　　・装弾保管庫
●申請方法　詳細は農地林務課までお問合せください。

｝

　デマンド型乗合交通とは、５００円で町内どこにでも移動できる事前予約制の乗合タクシーです。
●対象　町内に住所を有している方（事前に会員登録が必要）
●運行便   ※タクシーがタクシー会社を出発する時間

デマンド型乗合交通をご利用ください
問まちづくり課　☎２７－１１３３

１日 9 便　３６５日運行
午前※  　７：３０　　８：３０　　９：３０　１０：３０　１１：３０
午後※  １３：００　１４：００　１５：００　１６：００

●予約受付　８：３０～１７：００（利用日前日の予約は１６：００まで）
　　　　　　※８：３０～１１：００の予約で当日の午後便に乗車可能
●料金　１人５００円（行き帰りで２回乗車する場合は、合計１，０００円）

　婚姻に伴う新生活を経済的に支援するため、新婚世帯に対し住居賃借費用、引越費用、リフォーム費用の一部
を補助します。
●対象者　令和６年１月１日～令和７年３月３１日に婚姻届が受理され、以下の要件を満たす新婚世帯 
　◇ 夫婦ともに婚姻日における年齢が３９歳以下かつ夫婦の所得が５００万円未満であること
　◇ 夫婦の双方または一方が婚姻に伴い川西町に転入すること 
　◇その他要件を満たす者であること
●補助額　夫婦ともに２９歳以下の場合、上限６０万円（それ以外の場合、上限３０万円）
※その他詳細については町ホームページをご覧ください。

新婚さんの生活を支援します
問まちづくり課　☎４２－６６１３

▲町ホームページ

▶町ホームページ

● 6・7 月の無料相談
内　容 日　時 場　所 予約・問合せ先

特設人権相談 7/3 ㈬
13：30 ～ 16：00

健康福祉センター
（旧町立病院２Ｆ）

住民課
☎ ４２－６６１5

行 政 相 談 6/19 ㈬・7/17 ㈬
13：30 ～ 15：30

健康福祉センター
（旧町立病院２Ｆ）

住民課
☎ ４２－６６１5

幼児ことばの
相談室

7/4 ㈭
9：00 ～ 11：00

子育て支援
センター

健康子育て課
☎ ４２－６６７１

きらきら親子
相談（要事前相談）

7/4 ㈭
13：30 ～

子育て支援
センター

健康子育て課
☎ ４２－６６４０

心の健康相談
（要事前予約）

6/19 ㈬ ① 9：30 ～
　　　   ② 10：15 ～

米沢会場
（置賜総合支庁本庁舎） 置 賜 保 健 所

地域保健福祉課
精神保健福祉担当

☎２２－３０１５

7/4 ㈭   ① 10：00 ～
　　　   ② 10：45 ～

長井会場（置賜総合 
支庁西置賜地域振興局）

7/17 ㈬ ① 9：30 ～
　　　   ② 10：15 ～

米沢会場
（置賜総合支庁本庁舎）

心配ごと相談 毎週水曜日
13：30 ～ 16：00

健康福祉センター
（旧町立病院２Ｆ）

社会福祉協議会
☎ ４６－３０４０

法 律 相 談
（要事前予約）

6/20 ㈭・7/18 ㈭
13：00 ～ 16：00

米沢地区勤労者
福祉会館（米沢市）

米沢地区勤労者福祉協会
☎ ２１－５２５０

※お身体が不自由な方の相談は 13:00 ～ 14:00 に行います。
　予約時にご相談ください。

　入居を希望される方は、それぞれ
の窓口備え付けの申込書に必要事項
を記入してお申込みください。

【町営住宅】
▶場所
　◇舘之北住宅（１階）
　◇町営東陽寺前住宅（平屋建て）
▶入居時期　８月上旬
▶申込期間
　６月２４日㈪～２８日㈮
　８時３０分～１７時１５分
問地域整備課　☎４２－６６４７

【県営住宅】
▶場所
　県営舘之北アパート（１階、３階）
▶定員　募集戸数　１戸
▶入居時期　１０月上旬
▶申込期間
　７月８日㈪～１２日㈮
　９時～１６時３０分
問山形県住宅供給公社　置賜地域管
　理事務所　☎２４－２３３２

町営及び県営住宅入居者募集

　先の大戦において亡くなられた方
を追悼し平和を祈念するため、川西
町戦没者追悼式を開催します。当日
の一般参列も可能としておりますの
でご参列ください。
▶日時　６月２９日㈯
　　　　１０時～１１時３０分
▶会場　農村環境改善センター
問福祉介護課　☎４２－６６３５

川西町戦没者追悼式の開催

６月の町税等

●町・県民税（１期）
●水道・下水道料金（５月使用分）
口座振替日　６月２８日㈮
納 付 期 限　７月　１日㈪

　この運動は県が主唱し、河川愛護
に対する意識の醸成と美しく快適で
豊かな環境づくりを目的に取り組ま
れており、町でも住民主体の運動と
位置づけ、行っています。
▶実施基準日　６月３０日㈰
※日時と場所は各地区自治会にご確
　認ください。
▶作業内容　河川、周辺道路での空
　き缶やごみの収集、除草、草花の
　栽培等（１世帯１人を目標）

問地域整備課　☎４２－６６４７

きれいな川で住みよい
ふるさと運動

　「男女共同参画」とは、男性も女
性もそれぞれの意欲に応じて、あら
ゆる分野で活躍し、仕事、家庭、地
域生活など多様な活動を自らの希望
に沿った形で広げ、性別問わず共に
夢や希望を実現することを目指して
います。
▶キャッチフレーズ　「男でしょ？
　女でしょ？だからなんでしょう？
　もうやめましょう。」
▶期間　6 月２３日㈰～２９日㈯
問まちづくり課　☎４２－６６１３

男女共同参画週間

　農繁期に入り、農薬の使用機会が増えてきましたが、人や家畜への危害を防止するために、十分配慮したうえ
で作業を行いましょう。
●期間　6 月１日㈯～８月３１日㈯
●作業にあたっての主な注意点
　◇適切な防護装備の着用の徹底
　◇土壌くん蒸剤を使用した後の適切な管理の徹底
　◇住宅地等での農薬を使用する際の周辺への配慮と飛散防止対策の徹底
　◇特別栽培、有機栽培の農場への飛散防止対策の徹底
　◇誤飲を防ぐための保管管理の徹底

農薬危害防止運動展開中
問産業振興課　☎４２－６６４１



一般会計歳入歳出予算額　137 億 4,572 万円（前年度からの繰越分を含む）
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収入率78.5％
収入済総額
107億9,311万円

特 別 会 計 特定の事業を行うために、一般会計と区分して経理
する必要がある場合に設けられる会計のことです。〔 〕

公営企業会計
一般会計などと異なり民間企業に似た経理を行う会
計で、収益的収支と資本的収支に区分されています。〔 〕◆水道事業会計

令和 5 年度下半期

令和 6 年３月３１日 現 在

500000 600000

収入・執行済額
予算額

その他
（78.3%）

地方消費税
交付金

（97.4%）

県支出金
（58.7%）

町税
（104.6%）

町債
（15.4%）

国庫支出金
（67.8%）

地方交付税
（100.0%）

53億5,015万円

20億4,035万円
  13億8,356万円

18億3,972万円
  2億8,340万円

　9億7,209万円
  5億7,073万円

3億7,600万円
  3億6,613万円

53億5,219万円

13億6,054万円
14億2,251万円

18億   687万円
14億1,459万円

（　　）内の％は予算額に対する
収入・執行済み額の割合

区　　分 収　　入 支　　出 差し引き
収 益 的 収 支 4 億 6,252 万円 4 億 3,537 万円 2,715 万円
資 本 的 収 支 1億 3,810 万円 3 億　210 万円 △１億 6,400 万円

区　　分 予算現額 収入済額 執行済額
国民健康保険事業 17 億 4,295 万円 15 億 4,669 万円 16 億1,556 万円
下 水 道 事 業 4 億 4,591万円 4 億1,353 万円 3 億 6,073 万円
農業集落排水事業 1億　　3 万円 9,869 万円 7,928 万円
介 護 保 険 事 業 21億 5,571万円 19 億1,520 万円 18 億 2,688 万円
後期高齢者医療 １億 8,948 万円 1億 8,821万円 1億 8,589 万円

固定資産税
6億 7,153 万円

町民税
5億 5,511 万円

たばこ税
１億 2,209 万円

軽自動車税　6,930 万円

入湯税　430万円

都市計画税　18万円

過疎債
46億 5,017 万円

その他
4,547 万円

県振興資金
9億 3,803 万円

臨時財政対策債
28億 8,410 万円

教育債
4億 4,454 万円

土木債
7億 9,023 万円

総務債
25億 4,007 万円

農林水産業債
8億 8,918 万円

災害復旧費
4億 6,245 万円

歳
　
出

執行率 79.4％
執行済総額

109億1,230万円

基 金

公 有 財 産

※令和5 年９月末日現在高との比較

※令和 5 年９月末日現在高との比較

各会計町債現在高
水道事業会計

12 億 7,821 万円
下水道事業会計

20 億 9,764 万円
農業集落排水事業会計

3 億 7,091 万円

　税のうち、都市計画税と入湯税は、特定の費用
に充てるために課される目的税です。本町では、
都市計画税は下水道事業特別会計（令和６年度か
らは下水道事業会計）へ繰り出し、公共下水道事
業に使っています。また、入湯税は観光施設の整
備と観光振興の事業に使っています。

町 債 現 在 高

136 億 4,424 万円

300000

収入・執行済額

予算額

その他
（85.2％）

災害
復旧費

（44.7％）

公債費
（96.5％）

教育費
（81.5％）

土木費
（67.0％）

衛生費
（96.3％）

総務費
（72.3％）

民生費
（81.3％）

13億 7,001 万円
  11 億 1,600 万円

25億 8,646 万円
21億　382万円

22億 9,656 万円
16億 6,138 万円

  14 億   607 万円
09億 4,233 万円

13億    818 万円
12億 6,226 万円

    11 億   935 万円
   4 億 9,591 万円

18億2,569 万円
15億5,630 万円

18億 4,340 万円
17億 7,430 万円

収入・執行済額
予算額

（　　）内の％は予算額に対する
収入・執行済み額の割合

区　　分 令和6年３月末現在高 増　　減
財 政 調 整 基 金 5 億 983 万円 ０万円
町 債 管 理 基 金 １億 1,544 万円 ０万円
国民健康保険給付基金 9,346 万円 ０万円
起 業 支 援 基 金 4,825 万円 ０万円
本 間 喜 一 顕 彰 基 金 4,099 万円 ０万円
子 育 て 支 援 基 金 2,809 万円 ０万円
商工業振興資金融資制度基金 2,287 万円 ０万円
ふるさとづくり基金 2,083 万円 ０万円
人 材 育 成 交 流 基 金 1,015 万円 ０万円
そ の 他 2 億 7,438 万円 △９万円

区　　分 令和6年3月末現在 増　　減
土 地 7,670,946㎡ 9,401㎡
建 物 92,500㎡ 24㎡
有 価 証 券 3,935 万円 ０万円
出 資による権 利 １億 2,968 万円 ０万円

町 税

１4 億 2,251万円

問
財
政
課　
☎
（
４
２
）
６
６
１
１
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地域包括支援
センターだより

　熱中症で救急搬送された人の約 2 人に 1 人が高齢者です。
　高齢になると、体温の上昇やのどの渇きを感じにくくなったり、汗を
あまりかかなくなることから、熱中症に気が付きにくいと言われています。

健康ひろば

重複・頻回受診に気をつけましょう
問住民課　☎４２－２１１４

　同じ症状で複数の医療機関を受診することを「重複受診」、同じ症状で
何度も同じ医療機関を受診することを「頻回受診」といいます。
　重複・頻回受診は、医療費が増大します。
　何度もかからなくて良いよう、健康に気を付けて生活しましょう。

日常にプラス１０分の運動を取り入れるきっかけに！

７月１０日㈬　１０：００～（予定）
▶場　所　フレンドリープラザ
▶内　容　ウォーキング
▶参加費　無料
▶持ち物　ウォーキングシューズ
▶その他　２回参加毎に浴浴センターまどか
　　　　　の入浴券１枚贈呈。要申込。

ぐるりウォーク + １０
６月１７日㈪　１０：００～１０：３０
玄米ダンベル体操の集い

開 催 予 定

期日 担当歯科医院 電話番号

6/16 鈴木歯科医院（米沢） 23-0370

6/23 桜井歯科医院糠野目診療所（高畠） 57-3211

6/30 松下歯科医院（長井） 87-0878

7/7 高橋歯科医院（米沢） 23-8888

7/14 加藤歯科医院（南陽） 47-2216

7/15 ながまち歯科医院（米沢） 22-5118

歯科休日当番医 診療時間  ９：００～１５：００

※電話でお問合せのうえ、受診してください。

南陽東置賜休日診療所

☎４０－３４５６
診 療 日：日曜日・祝祭日
時 　 間：　８：４５～１１：４５
　　　　　１３：００～１６：３０
診療科目：主に内科、小児科
住 　 所：南陽市椚塚４２０－７
※ただし、次の①～③に該当し受診を
　希望する方は事前に電話でお問合せ
　ください。
①咳や熱などの症状がある方
②外科を希望される方
③小学生未満の方

●夜更かし等で睡眠不足
●お酒を飲みすぎて二日酔い
●かぜなどで発熱や下痢がある
●朝ご飯をしっかり食べてこなかった
●なんとなく体調がよくない

≪暑さ対策≫
・室温は 28 度を超えないように、エアコンや扇風機を使いましょう
・外出するときは涼しい服装で、日よけ対策をしましょう
・無理をせずに適度に休憩しましょう
・暑さに体を慣らしていきましょう
≪脱水対策≫
・のどが渇いていなくてもこまめに水分をとりましょう
・日ごろから栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう

★額や顔だけを冷やしてもからだの熱は下がりません。必ず太い血管（首筋、わきの下、脚のつけ根な
　ど）やからだ全体を冷やすようにしましょう
軽い症状（手足のしびれ　めまい・立ちくらみ　こむらがえり）
　　　　⇒涼しい場所へ移動し、体を冷やして水分をとりましょう
やや重い症状（吐き気がする　頭痛　からだがだるい）
　　　　⇒医療機関を受診してください！
重い症状（呼びかけへの返事がおかしい　呼吸がはやい　けいれん　体温が高い）
　　　　⇒すみやかに救急車を呼んでください！

熱中症の症状が出たときは

熱中症予防のポイント

あてはまるものがあれば、要注意！ 熱中症予防のための体調チェック ７月１６日㈫　１０：００～１０：３０
▶場　所　生きがい交流館
▶内　容　DVD をみながら「玄米ダンベル
　　　　　体操」、血管のばし（NHK あし
　　　　　たが変わるトリセツショーで町民
　　　　　も実演！）等

▶参加費　無料
▶持ち物　玄米ダンベル（お持ちの方）、
　　　　　水分補給用飲み物、内ズック

問福祉介護課内　地域包括支援センター　☎４２－ 6 ６３８

　認知症の方やその家族、地域の方がお互いに交流や情報交換することを目的として開催されるカフェ
のことです。参加者の体験談から学べたり、息抜きや相談することで気持ちが楽になったりします。軽
体操や脳トレ等のミニ講座も行います。（無料）

まちカフェ 西大塚カフェ グリーンカフェ

開催日 毎月最終水曜日
　７／１８㈭　９／１９㈭

１１／２１㈭
７／１９㈮　８／１６㈮

９／２０㈮　１０／１８㈮
時　間 １０：００～１１：３０ １４：００～ １０：００～１１：３０
場　所 生きがい交流館 ケアセンターとこしえ西大塚 新緑の丘テラス
住　所 上小松１１３３－４ 西大塚２３０８－９ 下奥田３７９６－６５

問合せ先 ４２－６６３８ ４２－３５５５ ５４－００８１

認知症カフェのご案内

高齢者の熱中症対策

問健康子育て課　☎４２－６６４０



navinavi
子子 育育 てて 7/  2 ㈫　美郷幼稚園　☎４２－４３１６

7/  4 ㈭　北斗幼稚園　☎４２－４８０８
7/10 ㈬　小松保育所　☎４２－２８１０

【時間】
10：00 ～ 11：00

町立幼児施設の開放日

問子育て支援センター　☎４４－２８２２

七夕をお祝いしよう

こあらっこ広場

ルンルン子育て広場

問健康子育て課　　　☎４２－６６４０

　マッサージが初めてでも大丈夫！講師が丁寧に教え
てくれるので安心して参加できます。
≪対象≫生後２か月～ひとり歩きする前のお子さんと
　お母さん
●日　時　６月２６日㈬　　９：４５～１０：４５
　　　　　７月２４日㈬　１３：１５～１４：１５
●場　所　子育て支援センター
●内　容　ベビーマッサージ等
●持ち物　バスタオル、ハンカチ
●申　込　開催１週間前までに、かわにし子育てアプ
　　　　　リかわるる内の「子育て予約サービス」よ
　　　　　りお申込みください。

ママ＆ベビーリフレッシュ教室 要予約

予約不要

●日時　７月３日㈬　９：３０～１１：３０
●場所　子育て支援センター

　保健師による身体測定や育児相談、妊婦さんやおう
ちの方同士の交流・情報交換の広場です。
●日時　６月２６日㈬　１０：４５～１１：３０
　　　　７月２４日㈬　１４：１５～１５：３０
●場所　子育て支援センター

問子育て支援センター　☎４４－２８２２

子育て応援講座 楽しいリトミック（講師 はみんぐ）

その他のイベント 予約不要

●日時　６月２０日㈭
　　　　１０：３０～１１：３０
●場所　子育て支援センター
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かわにし子育てアプリ  かわるるかわにし子育てアプリ  かわるる
（ダウンロード・利用料無料）

▲ App Store

▲ Google Play

●アプリの主な機能
《成長の記録》
　妊娠の経過やお子さんの成長を記録することができます。

《予防接種・健診のスケジュール管理機能》
　お子さんの生年月日などから、予防接種や健診の最適なスケジュールが作成されます。
　スケジュールに合わせて、予防接種や健診の案内が、メール・プッシュ通知で届きます。

《川西町の子育て情報》
　子育て関連のお知らせ・情報をアプリ内で見ることができます。
　また、お子さんの年齢に合わせた子育てイベント等の情報をメール・プッシュ通知で受け
取ることができます。

町が行う「ぐんぐん赤ちゃん健康診町が行う「ぐんぐん赤ちゃん健康診
査」に参加されたお子さんを誕生月査」に参加されたお子さんを誕生月
の町報かわにしに掲載します。の町報かわにしに掲載します。

生まれ
6月
令和5年

おの  みこと おの  みこと ちゃんちゃん さいとう ちはや さいとう ちはや くんくん

くつざわ れな くつざわ れな ちゃんちゃんかねこ あおと かねこ あおと くんくん
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お
知
ら
せ

暮らしの情報

掲示板

暮らしの情報掲示板

催
　
し

▶町報かわにしの概要
　月１回、約 5,000 部発行
▶規格　１種：4.5cm × 8.7cm
　　　　２種：4.5cm × 17.5cm
▶価格　１種： 8,000 円（税込）
　　　　２種：15,000 円（税込）
▶申込　発行日１か月前まで

【お問合せ】総務課　広報担当　☎４２－６６９５

広 告
募集中

詳細▶

問まちづくり課　☎４２－６６１３

空き家利活用のご相談は

川西町空き家バンク まで

成約 ８６件（令和6年5月末）

登録累計１１０件のうち ▶
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

　
チ
ェ
ッ
ク
！

暮らしの情報掲示板

広 

告
広 

告 　　住宅の解体・リフォーム等の改修をお考えの皆様に

どのような手順で進めるのか、何を準備すればよいのか、費用は概算でどれくらいかかる

のかなど、ご説明いたします。無料です。他社に工事を依頼される場合でもかまいません。

約24坪以上の解体工事、百万円以上の改修の場合に必要となる事前調査も行っています。

時田解体　　 藤巻吉士郎 携帯　080－5551－6074

（自宅電話・FAX　0238－42－2575）
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▲山形県獣医師会     

　ホームページ　
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オ
ス
50
匹

※
申
込
数
が
対
象
数
を
超
え
た
場
合
は
抽
選

　

と
し
、
当
選
さ
れ
た
方
に
は
山
形
県
獣
医

　

師
会
よ
り
当
選
通
知
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

●
補
助
額　

メ
ス
１
匹
あ
た
り
５
０
０
０
円

　
　
　
　
　

オ
ス
１
匹
あ
た
り
３
０
０
０
円

●
申
込
期
間　

７
月
１
日
㈪
～
16
日
㈫
必
着

※
申
込
手
順
等
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
山
形

　

県
獣
医
師
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
町

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

猫
の
不
妊
・
去
勢
手
術
費
を
補
助
し
ま
す

問

▲町ホームページ

　

下
小
松
古
墳
群
に
生
息
す
る
希
少
生
物

（
チ
ョ
ウ
セ
ン
ア
カ
シ
ジ
ミ
や
ハ
ッ
チ
ョ
ウ

ト
ン
ボ
な
ど
）
の
観
察
会
を
行
い
ま
す
。

●
日
時　

６
月
19
日
㈬　

９
時
～
11
時
30
分

●
場
所　

下
小
松
古
墳
群
（
小
雨
決
行
）

●
料
金　

無
料

●
対
象　

子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
、
ど
な
た

　

で
も
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

●
講
師　

島
貫
清
美
氏
（
よ
ね
ざ
わ
昆
虫
館

　

専
門
員
）

●
服
装
・
持
ち
物
　
長
袖
長
ズ
ボ
ン
、
帽
子
、

　

飲
み
物

●
申
込
み
　
不
要
。
当
日
、
下
小
松
古
墳
群

　

駐
車
場
へ
お
集
ま
り
く
だ
さ
い
。

※
こ
の
事
業
は
、
や
ま
が
た
緑
環
境
税
を
利

　

用
し
て
の
研
修
で
す
。

里
山
と
下
小
松
古
墳
群
を
守
る
会

　

青
木
忠
和

　

☎
０
９
０
（
７
３
２
９
）
４
４
８
８

下
小
松
古
墳
群
昆
虫
観
察
会

問

チョウセンアカシジミ

ハッチョウトンボ

　

酒
粕
漬
け
が
初
め
て
の
方
を
対
象
に
、
酒

粕
床
の
作
り
方
な
ど
の
基
礎
を
学
び
、
夏
野

菜
を
使
っ
た
酒
粕
漬
け
作
り
講
座
を
開
催
し

ま
す
。

　

ま
た
、
簡
単
に
試
せ
る
酒
粕
の
美
味
し
い

活
用
方
法
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

●
日
時　

7
月
27
日
㈯

　

13
時
～
15
時
30
分
（
受
付
12
時
45
分
～
）

●
場
所　

農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー

●
講
師　

㈱
中
沖
酒
造
店　

●
料
金　

３
０
０
０
円

●
持
ち
物　

エ
プ
ロ
ン
、
三
角
巾

は
じ
め
て
の
酒
粕
漬
け
講
座

▲申込みはこちら

●
定
員　

15
名

●
申
込
み　

７
月
19
日
㈮

　

ま
で
に
下
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー

　

ド
ま
た
は
問
合
せ
先
に
お

　

申
込
み
く
だ
さ
い
。

や
ま
が
た
里
の
暮
ら
し
推
進
機
構

　

☎
（
５
４
）
３
０
０
６

問

●
試
験
種
類　

甲
種
・
乙
種
（
全
類
）・
丙
種

●
試
験
日　

８
月
24
日
㈯

●
場
所　

山
形
ビ
ッ
グ
ウ
イ
ン
グ

●
申
込
期
間　

７
月
５
日
㈮
～
18
日
㈭

（
一
財
）
消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
２
３
（
６
３
１
）
０
７
６
１

危
険
物
取
扱
者
試
験

問
　

火
災
予
防
や
消
防
設
備
等
に
つ
い
て
の
講

習
で
す
。受
講
後
、修
了
証
発
行
と
な
り
ま
す
。

●
期
日　

８
月
１
日
㈭
～
２
日
㈮

●
場
所　

山
形
ビ
ッ
グ
ウ
イ
ン
グ

●
申
込
期
間　

６
月
13
日
㈭
～
20
日
㈭

（
一
社
）
山
形
県
消
防
設
備
協
会

　

☎
０
２
３
（
６
２
９
）
８
４
７
７

甲
種
防
火
管
理
　
新
規
講
習

問
　

危
険
物
取
扱
者
免
状
を
所
有
し
危
険
物
業

務
に
従
事
す
る
方
は
、
３
年
に
１
度
の
受
講

が
必
要
で
す
。

●
対
面
講
習
日
程

【
置
賜
総
合
支
庁
西
置
賜
地
域
振
興
局
会
場
】

◇
８
月
22
日
㈭　

午
後　

給
油
取
扱
所

◇
８
月
23
日
㈮　

午
前　

一
般

【
置
賜
総
合
支
庁
会
場
】

◇
９
月
４
日
㈬　

午
後　

一
般

危
険
物
取
扱
者
保
安
講
習

▲山形県危険物安
　全協会連合会
　ホームページ

試
験
・
講
習

◇
９
月
５
日
㈭　

午
前　

一
般

　
　
　
　
　
　
　

午
後　

給
油
取
扱
所

●
オ
ン
ラ
イ
ン
講
習
日
程　

山
形
県
危
険
物

　

安
全
協
会
連
合
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確

　

認
く
だ
さ
い
。

●
申
込
み　

６
月
17
日
㈪
～
７
月
12
日
㈮
に

　

左
の
問
合
せ
先
に
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

山
形
県
危
険
物
安
全
協
会
連
合
会

　

☎
０
２
３
（
６
３
２
）
５
７
４
４

問
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問
教
育
文
化
課　
☎
（
４
４
）
２
８
４
３

編
　
後

　
集
　
記

　
こ
の
時
期
は
、
各
地
で
中
高
生
の
部
活
動
の

大
会
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
私
は
高
校
の
運
動
部

の
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
大
会
に
関
わ
り
ま
し
た
。

残
念
な
が
ら
私
の
チ
ー
ム
は
負
け
て
し
ま
い
ま

し
た
が
、
チ
ー
ム
や
部
員
の
大
き
な
成
長
を
見

る
こ
と
が
で
き
た
大
会
で
し
た
。
中
に
は
怪
我

に
悩
ま
さ
れ
、
思
う
よ
う
に
練
習
が
で
き
な

か
っ
た
部
員
が
い
ま
す
。
し
か
も
そ
の
部
員
は

３
年
生
で
一
つ
ひ
と
つ
が
高
校
最
後
の
大
会
で

し
た
。
そ
れ
で
も
諦
め
ず
に「
今
で
き
る
こ
と
」

を
続
け
、
後
輩
た
ち
の
指
導
も
一
生
懸
命
行
っ

て
い
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
復
帰
し
大
会
で
大

活
躍
。
そ
れ
か
ら
、
後
輩
た
ち
も
活
躍
を
見
せ

て
く
れ
ま
し
た
。
大
変
感
激
し
ま
し
た
。
学
生

た
ち
に
教
え
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
立
場

で
す
が
、
逆
に
学
ば
せ
て
も
ら
っ
た
出
来
事
の

一
つ
で
し
た
。《
Ｙ
》

【おめでとう そして ありがとう】は、5 月に掲載
の申し込みがあった方のみ掲載しています。
氏名は申込書のとおり掲載していますので、戸籍
や住民基本台帳の表記と異なる場合があります。

…５月受付分 …

おめでとう そして ありがとう

氏名 性別 保護者 大字

五十嵐凛
り ん と

都 男 圭太 ・ 夏那 小　松

本間　日
ひ な き

梛 男 翼 ・ 文郁 上小松

ようこそ赤ちゃん　２名

氏名 年齢（満） 大字

齋藤しげ子 93 時　田

髙橋　信夫 83 中小松

井上　　操 88 高　山

田　吉則 85 下平柳

土屋　昭一 88 上奥田

今野　勝義 79 中小松

齋藤　みつ 96 中小松

渡部　憲正 91 玉　庭

小方　孝則 70 大　舟

齋藤とよ子 90 中小松

菊地　まさ 97 上小松

長澤　晴雄 87 上小松

伊藤　キヨ 83 上小松

小田　なつ 98 玉　庭

木村　　淳 107 上小松

吉水　昭平 82 大　塚

加藤　　力 88 上小松

ご冥福を祈ります

川西町の人口

１３, ５５４人（－１７）

男 ６,６８８ 人 　（－６）

女 ６,８６６ 人（－１１）

世帯数 ４,９６９ 世帯（＋１０）

※５月末日現在の住民基本台帳人口

わ
が
町
の
た
か
ら
も
の

日
待
講
と
日
待
塔

塔
」
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
巳
待
講
は

若
者
、
庚
申
講
は
そ
の
上
の
年
代
と
、

参
加
対
象
が
明
確
に
分
か
れ
て
い
る

例
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
実
態
は
集

落
に
よ
り
様
々
で
す
。

　

日
待
ち
の
「
マ
チ
」
は
「
祭
り
」

と
同
義
と
さ
れ
、
本
来
は
精
進
潔
斎

し
て
臨
む
場
で
し
た
が
、
次
第
に
酒

宴
を
と
も
な
う
よ
う
に
な
り
、
地
域

社
会
に
お
け
る
交
流
の
場
と
し
て
の

役
割
を
も
つ
よ
う
に
な
り
ま
す
。
町

内
の
一
部
集
落
で
は
今
日
も
続
け
ら

れ
て
い
て
、
真
新
し
い
日
待
塔
の
姿

も
み
ら
れ
ま
す
。

　
日
待
講
と
は
、
特
定
の
日
や
そ
の

前
日
の
夜
に
集
落
の
仲
間
が
当
番
の

家
に
集
ま
り
、
飲
食
を
し
な
が
ら
夜

を
明
か
す
行
事
の
こ
と
で
、
そ
の
際

に
建
立
さ
れ
た
日
待
塔
（
日
待
供
養

塔
）
が
、
本
町
で
は
３
０
０
基
以
上

確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
日
待
講
に
は
、毎
月
あ
る
い
は
一・

五・
九
月
の
吉
日
を
選
ん
で
お
こ
な

わ
れ
る
も
の
と
、
十
干
十
二
支
の
一

定
の
組
み
合
わ
せ
の
日
に
お
こ
な
わ

れ
る
も
の
と
が
あ
り
、
本
町
で
は
ほ

と
ん
ど
が
後
者
で
す
。

　

特
に
多
い
の
が
「
庚こ

う
し
ん申

塔
」
で
、

庚か
の
え
さ
る

申
の
日
に
、
病
魔
を
除
く
と
い
う

青し
ょ
う
め
ん
こ
ん
ご
う

面
金
剛
に
健
康
長
寿
を
祈
る
庚
申

講
の
際
に
建
立
さ
れ
た
も
の
で
す
。

ほ
か
に
、
己つ

ち
の
と
み巳の
日
に
、
弁
才
天
に

五
穀
豊
穣
や
家
内
安
全
を
祈
る
巳
待

講
に
よ
る
「
巳
待
塔
」
や
「
巳
待
供

養
塔
」、
甲き

の
え
ね子
の
日
に
、
大
黒
天
に

豊
作
や
招
福
を
祈
る
甲
子
講
（
子
待

講
）
に
よ
る
「
甲か

っ
し子
塔
」
や
「
子
待

75
No.

新郎　　　　　　新婦 大字

舩山　拓実 ♥ 安達　彩美 上小松

ご結婚おめでとう

▲左から巳待塔、青面金剛像、庚申塔
（大字吉田、赤地蔵堂境内）

【お詫びと訂正】

　５月１５日㈬に発行しました町報かわにし５月
号に一部誤りがありました。以下のとおり訂正し
てお詫び申し上げます。

●訂正箇所　
① 9 ページの川西町成人式の記事「参加者の皆
　さんにインタビューしました！」でお話を伺っ
　た方の氏名

　誤：梅津　望
の あ

愛　さん
　正：梅津　百

も あ

亜　さん

②１６ページの令和 6 年度職員採用試験に関す
　る記事の「▶受験資格」１行目

　誤：令和 6 年 4 月 2 日以降に生まれた者で、
　正：平成 6 年 4 月 2 日以降に生まれた者で、

Facebook ページで私たち協力隊の日頃の活動をご紹介します♪
問まちづくり課 　☎４２－６６１３

　地域おこし協力隊として川西町に来て、３年目となりました。
　昨年度は体育館だけでなく交流センター等でのイベントに呼
んでいただき、ニュースポーツのルール説明をする機会があり
ました。普段お会いできない方と出会い、楽しく充実した日々
を送ることができました。
　私が企画した「すくすく広場」という取り組みも引き続き行
うことができました。未就学児を対象に柔道場の畳の上で楽し
そうに体を動かしている姿を見て、とても嬉しかったです。「次
のすくすく広場はいつ？」と聞いてくれるお子さんがいること
もやりがいになっています。
　３年目は、より利用しやすい体育館になるよう努力し、開催
しているスポーツ教室も参加者の皆様と昨年よりさらに楽しめ
るように準備をします。
　気付けば春も通り過ぎ、暑い日が多くなってきました。
　協力隊として最後の年となりますが、悔いの残らないように
全力で楽しみ、たくさん出会って、たくさん笑顔になれる一年
にしたいと思います！

江藤　修
しゅうと

人（東根市出身・小松地区在住）

■ 3 年目になりました

―　今月の表紙　―

　６月４日㈫に玉庭地内で小松小学校５年生４１名
が、わらび採りを体験しました。地元の名人に採り
方を教えてもらいながら、「こっちにたくさん生え
てるよー！」「大きいの採れた！」と傾斜面をぐん
ぐん登っていく子ども達。はけごや袋いっぱいに採
れたわらびを満足そうに見せ合っていました。
　その後、子ども達は玉庭ふるさと総合センターに
移動し、わらびの塩蔵方法を学びました。この日塩
蔵したわらびは１２月頃食べる予定です。

27　町報かわにし
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川西町
ホームページ

川西町
フェイスブック

　今月号の特集は「オーガニックビレッジ」。
イメージした野菜を前に、熱い眼差しを送る
しょこら駅長。一緒に川西町の「食」と「農」を
守っていこうと呼びかけているようでした。

川西町
ユーチューブ

川西町
ＬＩＮＥ

渋谷  仁
ひ と し

志  さん  （玉庭地区出身）

Profile

▶県外の大学に進学し、卒業後小学校の教師として U ターン

▶平成２８年度から中郡小学校に勤務し、その後玉庭小学校、今年

　度から吉島小学校に赴任

小学校の教師としてUターン
　玉庭小学校、玉庭中学校で育った私は、部活動や生徒会活動に熱中できる学校という場が大好きでした。
そこで自分を成長させてくれた先生方との出会いが、教師になりたいと思ったきっかけだったと思いま
す。そして、大学に進学すると、サークル活動等で小学生と関わることが多くなりました。その中で、「子
どもの成長ってすごい」と思う数々の瞬間に出会い、小学校の教師になって故郷の力になりたいと思う
ようになりました。
母校の教師として閉校に関わる
　昨年まで玉庭小学校の教師として、故郷に恩返ししたいという気持ちで勤務していました。特に閉校
記念事業では、地域の方々と一緒に仕事をさせていただいたことが本当に嬉しかったです。
故郷を教育の力で支えたい
　教師になって子どもたちと玉庭について調べる機会があり、玉庭にはたくさんの魅力があることを実
感しました。このとき、故郷の魅力を伝え、思い続けることが何よりも大切だと考えるようになりました。
教育を通して、これからも子どもたちに地域の良さを伝え、また、子どもたちがそれを多くの人に伝え
ていけるよう頑張っていきます。

▶▶インタビューの完全版はこちらインタビューの完全版はこちら
　町ホームページではもっと詳しい内容をご覧いただけます。　町ホームページではもっと詳しい内容をご覧いただけます。

　こまつ市は初開催から１８年を数える歴史ある朝市で、
開市当時から「朝食が食べられる朝市」を掲げています。
近年では町内外から生産者、飲食店舗、商業者などが出店
し、出店者各々の個性や強みを生かした商品を販売してい
ます。今年は５月１１日㈯に初開催し、早朝にもかかわら
ず大勢の来場者で賑わいを見せました。
　次回のこまつ市は７月１３日㈯に行います。ぜひご来場
ください。

問産業振興課　☎４２－６６９６
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